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スポーツイベント開催・実施時の感染防止対策
全般的な事項
➀感染防止のため主催者が実施すべき事項や参加者が遵守すべき

事項をあらかじめ整理し、チェックリスト化したものを適切な
場所（イベントの受付場所等）に掲示すること

②各事項がきちんと遵守されているか会場内を定期的に巡回・確
認すること

③障がい者や高齢者など利用者の特性にも考慮すること
④万が一感染が発症した時に備え、個人情報の取扱いに十分注意

しながら、参加当日に参加者より提出を求めた情報について、
保存期間（少なくとも１月以上）を定めて保存しておくこと

⑤イベント後に参加者から新型コロナウイルス感染症を発症した
との報告があった場合や、地域の生活圏において感染拡大の可
能性が報告された場合の対応方針について、施設の立地する自
治体の衛生部局とあらかじめ検討しておくこと

参加者が遵守すべき事項
➀次の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。

体調が良くない場合（発熱・咳・咽頭痛などの症状がある）、
同居人や身近な知人に観戦者が疑われる方がいる場合、過去

14日以内に政府から
入国制限、入国後の観察を必要としている国、地域等への渡
航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

②マスクを持参すること（参加受付時や着替え時等のスポーツ
を行っていない際や会話をする際にはマスクを着用すること

③厚生労働省から提供されている、新型コロナウイルス接触確
認アプリ（COCOA)や各地域で取り組まれている通知サービ
スを活用すること「安心みえるLINE」（三重県LINE公式ア
カウント）

④こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施するこ
と

⑤他の参加者、主催者スタッフ等との距離（2mを目安に最低
1m）を確保すること（障がい者の誘導や介助を行う場合を除

く）
⑥イベント中に大きな声で会話、応援等をしないこと
⑦感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催

者の指示に従うこと
⑧イベント終了後2週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症

した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等に
ついて報告すること

⑨イベント前後のミーティングにおいても、三つの三つを避け
ること

⑩イベント前後での懇親会の開催を控えること

◎事業（大会・講習会開催等）
＊十分な新型コロナ感染防止対策の周知徹底
＊各種チェック表による情報提供の徹底
＊感染発生時の対応及び連絡義務

◎日常の活動
＊「新しい生活様式」に基づいた活動の徹底
＊運動時以外でのマスクの着用
＊日常の健康チェックの徹底及び啓蒙

◎感染予防の担保
＊都道府県知事からの要請等に基づき、慎重な対応をとる
＊学生は、教育委員会の指示（休校・活動停止等）を尊重する



スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドラインver.3（概要） 日本スポーツ協会

１．ガイドラインの位置づけ
（１）スポーツイベントを再開するに当たっての基準
（２）再会後の開催時における感染拡大防止のための留意点

（３）対象の活動 県境を跨いでの移動を伴う試合征・合宿等の中止
（４）健康観察 毎日の体温測定、活動時前の体温測定、健康チェック、手指衛生 等
（５）情報の伝達 チーム内での感染者・濃厚接触者が発生した場合の報告

〔所属種別委員長への報告⇒三重県サッカー協会への連絡の徹底〕

（１）特定警戒都道府県に指定され
る都道府県

スポーツ団体は総論としての本ガイドラインおよび練習・トレーニングにおける注意事項を含んだ、競技特性に
応じた各競技別のガイドラインを参照し、主催者の責任の下でスポーツイベントを行う。

２．スポーツイベントの再開に当たっての基本的な考え方
３区域ごとに、スポーツイベントの再開に当たっての基本的考え方を集約。
なお、当該スポーツイベントが、開催される都道府県の方針に従うことが大前提であり、開催や実施の判断

に迷われた際は、開催地や施設が所在する都道府県のスポーツ主管課や衛生部局等へ相談。
（２）特定警戒都道府県以外の

特定都道府県に指定される都道府県
（３）緊急事態措置の

対象とならない都道府県

３．スポーツイベント開催・実施時の感染防止策
６項目ごとにスポーツイベントを開催・実施するとこととした主催者が、「新しい生活様式」、「催物開催

制限等について」、接触確認アプリや熱中症予防を踏まえ、その運営に当たり留意すべき事項。

（１）参加募集時の対応 （２）当日の参加受付時の
留意事項 （３）参加者への対応

（４）参加前後の留意事項 （５）参加者が運動・スポーツを
行う際の留意点 （６）その他の留意事項



東海4県（行政）発表 注意喚起情報
三重県：「三重県指針」ver.5

＊イベント開催基準の緩和
＊偏見や差別の根絶
＊新しい生活様式の定着
＊こう発生エリア：往来を避ける

静岡県：「警戒レベル３」（県内：注意、県外警戒）9/26~10/2
愛知県：「厳重警戒」から「警戒領域」

➀感染防止対策の徹底
②高齢者等への拡大防止
③不要不急の行動自粛・行動の変容
④不要不急の東京等への移動自粛

岐阜県：「第2派を教訓に、油断なく警戒継続」
○高感染リスクの場を回避
○家族のことは家族で守
○職場や学校などでの感染を防ぐ

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた
『三重県指針』ver.5

～県民の皆様へ 命と健康を守るために～
令和2年9月18日 三重県

(1)感染防止対策の基本的な考え方
○自身や家族、友人の“命と健康”を守るため、“持ち

込まない”“広げない”ことが大切。
○「三つの『密』（密閉・密集・密接）」の回避と

「ソーシャルディスタンス」(２ｍ程度)
○咳エチケット、石鹸による手洗い、手指消毒 用ア

ルコールによる消毒、十分な睡眠
(2)『新しい生活様式』の定着

感染症に強い生活様式を定着させる
(3)「安心みえるLINE1」、「新型コロナウイルス接触

確認アプリ（COCOA)2」の活用
(4)すべての世代において感染防止対策を徹底
○すべての世代での感染防止対策を徹底。
○家庭の内外を問わず基本的な感染防止対策の

徹底
○体調に異変を感じた場合は外出や人との接触

を避け医療機関や帰国者・接触者相談セン
ターに相談

○高齢者は基礎疾患のお持ちの方は、感染リス
クの高い場所への移動は控えてください。

(5)場面に応じた感染防止対策
○食事や宿泊の際は大人数は避ける。
○家庭内でも、マスク着用が必要な場合有

(6)移動について
○感染者が多数発生している都道府県への移動については、その必要

性や移動先について慎重に検討する。
○特に、繁華街などの多数発生しているエリアとの往来は避ける。
○そうしたエリアでの、防止対策が不十分な飲食店、クラブ、カラオ

ケなどの利用は自粛。
○県内外を問わず、移動の際は『新しい生活様式』を実践！



イベントにおける感染防止対策
イベントの開催制限等については、9月19日から11月30日までの適用とします。

(1)イベント参加者の皆様へ
○「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」をイベント参加前にインストールしてください。また、イベント会場におい

て「安心みえるLINE」のQRコードの掲示がある場合は読み込んでください。
○イベント主催者から連絡先登録等の求めがある場合は積極的に応じてください。
○イベントに参加するときは、原則マスクを着用し、『新しい生活様式』に基づく行動を徹底するほか、入退場時、休憩時間や待合

場所を含め「三つの『密』」の環境を避け、その環境での交流等を控えてください。
(2)イベント主催者及びイベントを開催する施設管理者の皆さまへ

➀イベント開催の目安

(ア)人数上限 （イ）収容率

○収容定員10,000人超
⇒収容定員の50％

○収容定員10,000人以下
⇒5,000人

大声での歓声・声援等がない
ことを前提としたイベント

〔クラッシク音楽コンサート/
演劇/展示会等〕

100％以内
収容定員が無い場合は最低限人と人
が接触しない程度の間隔をあける

大声で完成・声援等が想定さ
れるイベント
〔ロック/ポップコンサート/

スポーツイベント等〕
50％以内

収容定員が無い場合は十分な間隔
（１ｍ以上）を空ける

偏見や差別の根絶
●三重県人権センター相談窓口 ℡.059-233-5500 〔9:00-17:00 ＊土日、祝日を含む毎日〕
●法務省（みんなの人権110番） ℡.0570-003-110 〔8:30-17:15 ＊平日〕
●みえ外国人相談ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ（MieCoみえこ） ℡.080-3300-8077 〔9:00-17:00 ＊平日〕



モニタリング指数について
【判断基準となる主な指標とその目安】（三重県）

指標 水準 現在の医療提供体制を踏まえた
要請解除の目安

期間

新規感染事（＊） ３ ３ 直近
５日間新規感染者数 １０ ２０

入院患者数 ２０ ５０ ーーー ＊新規感染事例数 1名の感染者の濃厚接触者から
複数の観戦があった場合も、全体を1事例として計上。

【今後の感染状況の変化に対応した対策の実施に関する指標及び目安】
（政府新型コロナウイルス感染症対策分科会）

◇ステージⅠ･･･感染者の散発的発生及び医療提供体制に特段の支障がない段階（指標及び目安なし）
◇ステージⅡ･･･感染者の漸増及び医療提供体制への負荷が蓄積する段階（指標及び目安なし）
◇ステージⅢ･･･感染者の急増及び医療提供体制における大きな支 ◇ステージⅣ･･･爆発的な感染拡大及び深刻な医療提供体制の機能不全

障を避けるための対応が必要な段階 を避けるための対応が必要な段階
➀病床のひっ迫具合 ➀病床のひっ迫具合

病床全体→最大確保病床の占有率 1/5以上 最大確保病床の占有率 1/2以上
現時点の確保病床数の占有率 1/4 以上

うち重傷者用病床→最大確保病床の占有率 1/5以上 最大確保病床の占有率 1/2以上
現時点の確保病床数の占有率1/4以上

②療養者数 ②療養者数
人口10万人当たりの全療養者数 15人以上 人口10万人当たりの全療養者数 15人以上

③PCR陽性率 10％ ③PCR陽性率 10％
④新規報告数 15人／10万人以上／週以上 ④新規報告者数 25人／10万人／週以上
⑤直近一週間と 直近一週間が先週 ⑤直近一週間と 直近一週間が先週

先週一週間の比較 一週間より多い 先週一週間の比較 一週間より多い
⑥感染経路不明割合 50％ ⑥感染経路不明割合 50％



“感染しない、うつさない！”
自分の命と、大切な人に伝染させない！
また、不安なく、仲間とサッカーが楽しめる日を目指して！
三重県サッカー協会は『新型コロナウイルス接触確認アプリ
『COCOA』のインストールを推奨します！

「安心みえるLINE」は、施設やイ
ベント会場などに掲示されたＱＲ
コードを、施設の利用者やイベン
ト参加者がLINEアプリで読み取り、
三重県公式LINEアカウント「三重
県-新型コロナ対策パーソナルサ
ポート」（以下「県LINEアカウン
ト」）に施設等への訪問を登録い
ただくことで、後日、他の施設利
用者で新型コロナウイルスの感染
が判明した際に、登録いただいた
方に三重県からお知らせなどを行
うシステムです。

新型コロナウイルスを「広げな
い」感染防止対策として、積極的
なご利用をお願いいたします！



〔参考〕
政府：新型コロナウイルス感染症対策 https://corona.go.jp/

厚生労働省：新型コロナウイルス接触確認アプリ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

スポーツ庁：ガイドライン
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html

スポーツ庁：スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン（2020/10/2）
https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid1278.html

JFA：サッカー活動の再開に向けたガイドライン
https://www.jfa.jp/about_jfa/guideline.pdf#search=%27JFA+%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A+%E3%82%AC
%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%27

東海サッカー協会：新型コロナウイルス感染拡大防止の取組みについて
http://www.tokai-soccer.com/

三重県：新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』ver.5～県民の皆さまへ 命と健康を守るために～
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000911372.pdf

「安心みえるLINE」
https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/m0068000077_00002.htm


